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大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

歯学教育モデル・コア・カリキュラム
令和 4 年度改訂版
モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会

第 2 章学修目標

第 1 章歯科医師として求められる基本的な資質・能力

SO:社会における医療の役割の理解
(Medicine in Society)

• 健康の代弁者として公衆衛生の向上を図るために、医療は社会の一部である
という自覚を持ち、経済的な観点・地域特性を捉えた視点・国際的な視野も持
ちながら、公正な歯科医療を提供していく。

• SO-01 社会保障(社会保険、社会福祉、公的扶助、公衆衛生)を理解している。

• SO-02 予防と健康増進を理解している。

• SO-03 医療、保健、福祉、介護とそれを取り巻く社会環境を理解している。

• SO-04 社会や地域における歯科医療の現状を理解し、口腔の健康を通じて全
身の健康の増進の活動に積極的に参加できる。

• SO-05 地域医療において、各種制度に基づく歯科医師の果たす役割を自覚し、
行動できる。

• SO-06 災害時における歯科医師の役割を理解している。

• SO-07 国際社会における多様性を理解し、地域医療でも活躍できる。

歯学教育モデル・コア・カリキュラム 令和 4 年度改訂版
モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会



C-4-3 医療・保健・福祉・介護の制度

限られた医療資源の有効活用の視点を踏まえ、適切に医療・保健・福祉・介護
を提供するために、関連する社会制度、地域医療及び社会環境を理解する。

学修目標：
C-4-3-1 地域、職場及び各ライフステージの保健医療施策の背景と概要を理解し

ている。
C-4-3-2 社会保障制度(社会保険の各制度、社会福祉、公的扶助、公衆衛生)を理

解している。
C-4-3-3 社会保障費と医療経済(国民医療費、医療費負担と給付)を理解している。
C-4-3-4 小児や高齢者、障害者等の置かれた社会環境とその考え方(ユニバーサ

ルデザイン、バリアフリー、生活の質(QOL))を理解している。
C-4-3-5 虐待の防止に関する制度と歯科医師の責務を理解している。
C-4-3-6 地域包括ケアシステムをはじめとする、地域における医療・保健・福祉・介

護の連携を理解している。
C-4-3-7 地域における災害医療、在宅医療及びへき地医療の体制を理解している。
C-4-3-8 災害時の歯科医療の必要性を理解している。

C-4 健康と社会、環境

C 社会と歯学

適正な歯科医療を提供するために、歯科医師に求められる倫理的、法的、社会的知識
と態度を身に付ける。

歯学教育モデル・コア・カリキュラム 令和 4 年度改訂版
モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連絡調整委員会

歯科医師臨床研修の制度改正の概要について
令和2年9月 厚生労働省医政局歯科保健課

達成目標は平成18年度の歯科

医師臨床研修制度必修化以降
修正されていなかったが、平成
28年度改訂歯学教育モデル・

コア・カリキュラムとの整合性を
とるための見直しが行われた。

研修歯科医評価表Ⅱ（Ｂ．資質・能力）
7.社会における歯科医療の実践

5.災害や感染症パンデミックなどの

非日常的な医療需要について理解
する。

R3年度～

歯学部における災害歯科医学教育
歯科医学教育白書2021年版（2018～2021年）

災害時歯科医療教育を担当する講座，診療科等

• 19校 設置
– うち1校（私立），災害を主に扱う独立した分野を設置

• 10校 設置していない（今後の予定もない）
–国立系1校で「災害口腔医学」を科目横断的に2022年
度より開講しているようで興味深い取り組みである．

槻木恵一，第4章 歯科医学教育プログラム（学士課程教育） 12.災害時歯科医療教育，
歯科医学教育白書2021年版（2018～2021年），P75，日本歯科医学教育学会

歯学部における災害歯科医学教育
個別問合せ＋ハンドサーチ 2024年6月～9月

• 歯学科の学生教育は不明3校を除く全てで行われ
ていたが，学年や内容や形式は多種多様

– 6年生（奥羽・日歯新潟）、5年生（東北、明海、新潟）以
外は1年生・3or4年生が多い

–単独の講義演習枠は少ない／関連する講義演習枠の
中に1講義だけ入っているものが多い

–担当は、予防歯科系／法歯科医学系

–経験者（外部講師）による講義も多い

• 研修歯科医に対しては4，大学院においては3，その
他は4（うち2つは不定期）の歯学部で教育を実施



SO 社会における歯科衛生の役割の理解（Dental Hygiene in Society）
人々の健康の維持・増進を提供するために歯科衛生の社会的役割を認識し、公衆衛生的
観点を備え地域社会と国際社会に貢献していく。

健康増進
SO-1 予防と健康増進を理解している。
社会環境
SO-2 保健・医療・福祉・介護とそれを取り巻く社会環境と制度を理解している。
社会と口腔の健康
SO-3 社会や地域における現状を理解し、口腔の健康を通じ全身の健康増進の活動に参加でき
る。
地域
SO-4 地域の保健・医療・福祉・介護において、各種制度に基づく歯科衛生士の役割を理解して
いる。

災害時
SO-5 災害時における歯科衛生士の役割を理解している。
国際社会
SO-6 国際社会における多様性を理解し、世界の歯科衛生士の役割を理解している。

歯科衛生学教育モデル・コア・カリキュラム ―学士課程においてコアとなる歯科衛生実践能力の修得を
目指した学修目標― 令和 6 年度改訂版

歯科衛生学教育モデル・コア・カリキュラム（令和6年度）

歯科衛生学教育モデル・コア・カリキュラム ―学士課程においてコアとなる歯科衛生実践能力の修得を
目指した学修目標― 令和 6 年度改訂版

C 歯科衛生の基本となる専門基礎知識と実践
C-8 災害時の健康管理と歯科衛生実践

第 2 章学修目標

ねらい：
人々の生活を脅かす災害時の歯科保健活動の基礎知識を身に付ける。

学修目標：

C-8-1 災害時の歯科保健・歯科医療の必要性を理解している。

C-8-2 災害時に活動をする職能団体を理解している。

C-8-3 災害時の歯科衛生士の役割を理解している。

C-8-4 災害時の支援活動の流れを理解している。

C-8-5 災害時の健康危機の種類や災害サイクル、支援体制を理解している。

C-8-6 災害時の歯科医療救護活動・歯科保健活動のフェーズを理解している。

C-8-7 災害時の多職種連携と協働における適切なコミュニケーションを理解
している。

歯科衛生学教育モデル・コア・カリキュラム（令和6年度）

大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

必要性と体制への理解

• 地域の歯科保健医療提供体制が、災害時においても
確保されていれば、災害時活動は不要

• 歯科においては、歯科診療所の防災・事業継続に向
けた対策（ＢＣＰ/ＢＣＭ）が必要であり前提

• 必要時、自治体により行われる住民に対する歯科保
健医療提供体制の確保のための事業に、災害時歯
科医療救護協定に基づいて出務する委託事業のよう
な位置づけ

• 迅速かつ継続的な活動には勤務者の活用が必須

• 目的は、地域歯科保健医療体制の確保と継続



近畿北陸

東海信越

関東

九州

中国四国

北海道・東北

東京

日本歯科医師会におけるブロック
×

歯学部
国公立系

私立

教育・研修の課題

コアカリ 国家試験 臨床研修 勤務医 歯科医師会

任意
数年に1回？

→演習の参加

機会はまずま
わってこない？

H26～

「救急・災害時の
歯科保健医療対
策（大規模災害
時を含む）」

→数年に1題
主にトリアージ

H22～

大災害時の歯科保
健医療を説明できる
H28～

災害時の歯科保健
医療の必要性と歯
科医師の役割を説
明できる。
R4～

災害時における歯科
医師の役割を理解し
ている。

R3～

「災害や感染症パ
ンデミックなどの
非日常的な医療
需要について理解
する」

→まだ数校、歯学
部のみでは？

災害歯科教育における「保健」の導入

• 災害時対応は「保健医療福祉」が包括された体
制の中での歯科となることに対して、教育構築・
実施側の理解が追い付いていない

• 医療の確保のみに重点が置かれているが、地
域保健における歯科保健医療の提供体制の継
続という公衆衛生的視点が必要となる

• 多職種との連携の中での活動が必要とされる
（「社会における医療」全般）

教育ガイドラインの必要性

構成（案）
1. 目的と対象
目的は、全国の歯学教育の均てん化（結果としての歯科
医師の意識・知識の標準化への期待）
範囲は、まずは歯学科と研修歯科医から

2. 作成する情報
含むべき項目
事例も提示？

３. 活用できる素材の情報
講師自身の研修
講義・演習
オンデマンド動画



大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状
大震災と歯科医療 阪神・淡路大震災
からの報告と提言，兵庫県歯科医師会，
平成8年1月17日

1995

阪神・淡路大震災

震災でわかった歯と食のはなし，
神戸市歯科医師会，新風書房，平
成7年10月22日

市町村への歯科保健医療“県外”支援

県外
派遣単位

県外
人的派遣調整

県外県内

１W厚労省／日歯
歯科支援チーム
（全国）

東日本大震災

１W（ただし前
後2チーム）

福岡県歯
（ブロック幹事県歯）

口腔機能支援チーム
（九州沖縄山口）

平成28年熊本地震

歯科チーム
（3大学）

平成29年九州北部豪雨

歯科チーム平成30年7月豪雨

歯科チーム
（2大学）

北海道胆振東部地震

歯科チーム令和元年台風15・19号

歯科チーム令和2年7月豪雨

多種多様日歯
ＪＤＡＴ
（全国）

令和6年能登半島地震

（県内）

被災県歯 日帰り

7月23日にて日本歯科医師会としては派遣終了

2011 東日本大震災

※ 県外からのみ、県内では別途各大学が活動

33.1%

8.3%

35.4%

22.3%

33.1%

0.2%



「東日本大震災報告書ー東日本大震災への対応と提言」
ー社団法人宮城県歯科医師会（平成24年3月11日発行） P56，
https://www.miyashi.or.jp/Shinsai/view01.html

％回数
35.7%30歯科医師会
29.8%25歯学部/病院

6.0%5医学部/病院

28.6%24
歯科衛生士会、
他

100.0%84合計

4月11日～7月31日

派遣元組織
平成28年熊本地震

歯科支援 外部派遣チーム一覧

5月15日
～22日

5月8日
～15日

5月1日
～8日

4月23日
～5月1日

南阿蘇
村

益城町

西原村

その他

福岡県の3大学

兵庫ＪＭＡＴの歯科（兵庫県病院歯科医会）

山口県歯科医師会

鹿児島ＪＭＡＴ

鹿児島大学（全国知事会）

山口
ＪＭＡＴ

佐賀県歯 長崎県歯 鹿児島県歯 沖縄県歯

福岡県歯 大分県歯 宮崎県歯 福岡県歯

福島
ＪＭＡＴ

統括ＪＭＡＴ

地域歯科コーディ
ネーター役

避難所対応

先遣隊
需要把握
応急対応

コーディネー
ター

迅速支援

応急診療

専門的支援

ＪＤＡＴ

歯科
支援
ＪＤＡＴ

ＪＭＡＴ
歯科

連
携

© 2023 DPHD

※ 県外からのみ、県内では別途歯科医師会・歯科衛生士会が活動

[熊本地震] ⻭科を含む支援チーム(単発・連続・継続)
5/235/165/95/24/254/18

阿蘇市

南阿蘇
村

⻄原村

益城町

宇土市

4/22-5/14
JMAT兵庫

4/27-5/1
佐賀県⻭

5/1-5/8
⻑崎県⻭

5/22-5/25
JMAT福島

5/15-5/22
沖縄県⻭

5/8-5/15
⿅児島県⻭

4/22-5/1
JMAT⿅児島

5/8-5/22
⼭⼝県⻭

4/26-4/29
JMAT⼭⼝

4/23-5/3
福岡県⻭

5/1-5/8
⼤分県⻭

5/8-5/15
宮崎県⻭

5/15-5/22
福岡県⻭

4/23,24
九⼤

4/24-5/1
福岡⻭科⼤

4/23-4/28
九州⻭科⼤

5/3-5/8
九州⻭科⼤

5/8-5/15
九⼤

5/15-5/22
福岡⻭科⼤

5/2-5/17
全国知事会（⿅児島⼤）

日本歯科医師会HP改変門井謙典先生スライド

JDAT チーム構成・期間のイメージ

【構成（例）】

歯科医療救護チーム
歯科医師２、事務職１
歯科医師２、歯科衛生士１、歯科技工士１

歯科保健支援チーム
歯科医師２、歯科衛生士２

歯科診療所休診時期（活動開始時）

歯科診療所再開時期

【期間（例）】 4日間程度／チーム

歯科保健支援チーム
歯科医師１、歯科衛生士２～３

日土金木水火月

引
継 引

継

引
継

引
継

チームＡ
チームＢ

チームＣ
チームＤ

© 2024 DPHD



過去の災害に学び、自県内での災害対応

68/23026231917161514131097/5

日水日水日水祝日土金木月日水

県歯コーディ

福岡県歯

福岡県衛

九大

福歯大

九歯大

朝倉歯

1、発災1週間後からの⻭科⽀援
2、多職種(特に行政)や地元との連携
3、県⻭⻭科コーディネーター派遣

＜熊本地震後の活動方針＞
1、要配慮者への⽀援
2、多職種との連携

＜東北からの教訓＞

3、⻭科職内での連携

発災

先遣隊派遣

県歯災害対策本部設置 県歯災害対策本部会議

アセスメント隊派遣

本隊派遣 支援撤退朝倉歯全会員巡回参加

福岡県歯科医師会 太田秀人先生スライド

25242322212019181716151413121110987654323/12827262/25
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〇〇〇〇DH

△△△△△△△△△△

県歯災害Co △△△△△△△△△△
△△△△△△△△△

福岡県歯科医師会 太田秀人先生資料

⻭科支援チーム(単発・連続・継続)

人口高
齢化率人口⻭科

診療所
46％22,00012輪島市
52％12,0005珠洲市
50％14,0005能登町
49％7,0004穴水町

輪島市
珠洲市

能登町

志賀町 七尾市

穴水町 • 1月18日 県外JDAT派遣開始
• 3月10日 県外JDATを北陸3県

のみに限局
• 3月20日 県外JDAT派遣終了

7チーム

27チーム

23チーム

34チーム
5チーム

23チーム

7チーム

• 歯科診療車による仮設診療所
（珠洲市、2月4日～4月27日）

• 1.5次避難所巡回歯科保健医療
活動（1月19日～4月20日）

県内ＪＤＡＴによる活動

能登北部医療圏における
人口と歯科診療所数県外ＪＤＡＴ派遣先市町村と

派遣チーム数（127）

• 1チームは、3市町村で活動
• 1チームは活動拠点の物資

整備のみ

• 派遣日数はまちまちで、隣県
からの日帰りでの派遣もあっ
た

チーム数派遣日数

351

72

213

434

155

36

37

18

職種の内訳（のべ）
人数

（のべ）
チーム数
（のべ）

派遣元
派遣期間 その他事務職

歯科
技工士

歯科
衛生士

歯科
医師

345124598031,322363
県内＋県外
1/7～4/27

34512149273482
127

県外のみ
1/18～3/20 1%9%3%31%57%100%

活動期間
全日数

派遣期間
全日数

活動期間派遣期間

253.5
(63%)

405
(100%)

1/19
～3/20

1/18
～3/20

県外のみ

県外ＪＤＡＴ 派遣先別一覧

朝日大学 2/4-7（予定）
九州大学2/27-3/2九州歯科大学2/4-10

福岡歯科大学2/12-17

輪島

珠洲

能登

穴水
香川大学医学部歯科口腔外科2/25-28（混合）京都府立医科大学附属病院歯科2/8-10（混合）

高岡市民病院歯科口腔外科2/13-14（混合）

※ 県内JDATには県内医大歯科や病院歯科も参加



令和6年能登半島地震における JDAT（日本災害歯科支援チーム）による支援活動の実態調査（2024年7月実施）
全回答数 295（回収率 74.1％），集計同意回答数 264

％人資格や立場

58.0%153歯科医師
34.1%90歯科衛生士

0.8%2歯科技工士
7.2%19事務

％人災害時の歯科保健医療に携わった経験回数

77.3%204今回が初めて
11.4%30経験あり（1回）

4.5%12経験あり（2回）
1.1%3経験あり（3回）
1.1%3経験あり（4回）
4.5%12経験あり（5回以上）

％人
自分のチーム（ＪＤＡＴ）を構成してい
た職種全て

20.1%53歯科医師
44.3%117歯科医師, 歯科衛生士

6.4%17歯科医師, 事務職
3.4%9歯科医師, 歯科技工士
4.5%12歯科医師, 歯科衛生士, 歯科技工士

0.8%2
歯科医師, 歯科衛生士, 歯科技工士, 
事務職

17.8%47歯科医師, 歯科衛生士, 事務職
0.4%7その他

％人メインの職場

63.6%168歯科診療所

6.1%16
大学歯学部・専門学校などの歯科医学に関す
る教育機関

3.0%8大学病院などの教育機関付属の医療施設

3.0%8病院歯科・病院歯科口腔外科

0.8%2歯科技工所

4.2%11自治体

12.5%33
歯科医師会（事務局員、歯科医師会設立の診
療所職員、とも）

1.1%3介護事業所

0.8%2福祉施設

3.8%10
その他：歯科衛生士（フリーランス、嘱託、地域
活動、など）

1.1%3歯科医師（閉院、審査委員会）

【属性・派遣】

％人
令和6年能登半島地震への、
JDATとしての派遣回数

89.4%2361回のみ
10.6%282回以上

％人
派遣元事務局（都道府県歯科医師
会等）による交通手段や宿泊の手配

82.2%217有り
17.8%47なし

令和6年能登半島地震における JDAT（日本災害歯科支援チーム）による支援活動の実態調査（2024年7月実施）
全回答数 295（回収率 74.1％），集計同意回答数 264

％人
厚生労働省補助金事業「災害歯科保健医
療体制研修会」の受講した経験

44.3%117あった
0.0%147なかった

％人
その他の、災害歯科の研修を、派遣前に受
講した経験

56.8%150あった
43.2%114なかった

％人
派遣元組織や所属組織による派遣前研修
の有無

27.7%73あった
72.3%191なかった

％人
派遣元事務局を通じた、派遣前に日本歯科
医師会の本部から発出していた支援に関す
る情報伝達の有無

85.6%226はい
14.4%38いいえ

％人
派遣の初日の、石川県歯科医師会からの
オリエンテーションの有無

70.8%187はい
29.2%77いいえ

※簡単な趣旨説明、資料の提供、平時より準備、等の回答も多く、
「派遣前研修」とは呼べないものも多く含まれていると推察される

※要確認、異なる研修会と混同している可能性あり

【派遣時（前）の情報共有】

【書類の記載方法への理解】

【派遣時（後）の情報共有】

【派遣前の研修】

％人
「様式１」は、活動中は「歯科保健医療救護
個別記録表」記載し、活動後に集約を記載
する「報告書」であること

81.8%216知っていた
18.2%48知らなかった

％人「様式2」の記載方法を（演習で経験する等）
64.8%171知っていた
35.2%93知らなかった

％人
「様式2」を、別の個別情報の記載用紙（災
歯3-3）に記載したうえで、集約して記載する
形をとった

73.9%195とった
26.1%69とらなかった

＜以下は「様式１」「様式２」の派遣元（都道府県歯科医師会等）への提出を
担当した」方、87人よりの回答＞

％人
a 派遣後の「様式１」「様式２」の派遣元（都道府県
歯科医師会等）への提出

87.4%76スムーズに行えた
11.5%10スムーズに行えなかった

1.1%1無回答

％人
b 同一地域への次の「派遣チーム及びその連絡
先」はわかっていましたか？

67.8%59わかっていた
50次チームへの引継ぎを行った

9行わなかった

29.9%26わからなかった
2.3%2無回答

大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

これらの支援を通じて、被災した地域が日常を取り戻すためのお手伝

いをさせていただきます。歯や口に関することで、お困りのことやご希望

がありましたら、遠慮なくご相談ください。歯みがき用品の提供を含め、

全て無料です。

を、おひとりおひとりの状態にあわせてご紹介・ご説
明し、必要な歯みがき用品をご提供します。

災害時のお口のケアが、肺炎などのからだの病気
を予防することなども、あわせてお伝えします。

• お水が少ない時の歯みがきの工夫
• お口が乾きやすい時のマッサージ方法

皆さんがお集まりの場所
で、歯や口からの健康の保
ち方をご説明したり、お口
の体操をしたりします。

• お口の体操
• 歯や口と健康 講和

近隣の歯科診療所が再開する
までの間、痛みをとる、食べやすく
する、などの応急治療を行います。

• 歯が痛い、口内炎ができた
• 入れ歯が痛い、ゆるい
• 歯の詰め物がとれた
• 食事が食べにくい、むせる

• JDAT (日本災害歯科支援チーム)は、歯科医師・歯科衛生士・
歯科技工士などによるチームです。

• 避難所や高齢者施設等において、応急歯科治療や口腔衛生
の確保・口腔機能の維持をサポートします。

地域の歯科診療所の再開
状況にあわせて、治療が必
要な方を診療所に繋ぎます。

歯科保健活動
【集団】

お口の
健康づくり歯や口のお困りごとなどを確認し、

災害時の生活における工夫の仕方

地域の歯科医療
提供体制の再構築

歯科相談
応急歯科治療

災害歯研 Ver1.2（202504）

＜連絡先＞ ＊＊歯科医師会 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊



職種の内訳（のべ）
人数

（のべ）
チーム数
（のべ）

派遣元
派遣期間 その他事務職

歯科
技工士

歯科
衛生士

歯科
医師

345124598031,322363
県内＋県外
1/7～4/27

34512149273482
127

県外のみ
1/18～3/20 1%9%3%31%57%100%

活動期間
全日数

派遣期間
全日数

活動期間派遣期間

253.5
(63%)

405
(100%)

1/19
～3/20

1/18
～3/20

県外のみ

県外ＪＤＡＴ 派遣先別一覧

朝日大学 2/4-7（予定）
九州大学2/27-3/2九州歯科大学2/4-10

福岡歯科大学2/12-17

輪島

珠洲

能登

穴水
香川大学医学部歯科口腔外科2/25-28（混合）京都府立医科大学附属病院歯科2/8-10（混合）

高岡市民病院歯科口腔外科2/13-14（混合）

※ 県内JDATには県内医大歯科や病院歯科も参加
令和6年能登半島地震

避難所における歯科医療救護

歯科診療所が再開できていない
市町村における仮設歯科診療所

避難所における歯科保健活動（個別）

避難所における歯科保健活動（集団）

災害時の歯科の活動
応急歯科診療 口腔ケア

パ

歯科保健活動
（口腔清掃の啓発・指導／口腔ケア／口腔機能・健康管理）

応急歯科診療

歯科の新常識 「災害時の歯科活動」，LION Dent.File vol.57, 2025May

日本災害時公衆衛生歯科研究会HPに転載許可を得て転載 https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

口腔健康管理/口腔機能管理

口腔ケア 口腔体操

肺炎/続発症予防・適切な栄養摂取

歯科疾患の予防

口腔内の感染症の予防

適切な咀嚼/摂食/嚥下
機能維持

口腔内細菌 増殖予防 唾液分泌量/筋力維持

(適切な栄養摂取可な状態)

歯科治療

口腔健康/機能管理 しっかり噛んで
飲み込める！

清潔を保って
疾病予防！

【寄稿】能登半島地震による被災者の口腔への影響と，地域で連携した「食べる」支援の継続
2025.04.08 医学界新聞：第3572号，https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2025/3572_05



災害時の歯科保健医療の課題は？

歯科診療所の稼働
（移動困難による通院困難）

自治体（保健所・保健センター）
の体制
業務委託先の体制
（移動困難による参加困難）
口腔健康管理が困難

水、洗口所、口腔ケア用品、意欲
病院や施設における環境が整わない
水、口腔ケア用品、スタッフ
口腔機能が維持しにくくなる
運動量、会話量

個人の口腔衛生管理環境が整わない

歯科保健提供体制の
縮小・崩壊

歯科医療提供体制の
縮小・崩壊

口腔
健康
管理

災害時の歯科保健医療活動

口腔
健康
管理

口腔衛生
管理

病院職員とし
てトリアージや
ロジスティクス

医療

保健

地域医療施設

地域包括
ケアにお
ける歯科

口腔衛生管理啓発

歯科救急
受け入れ

歯科
救護所
設置

巡回歯科
診療

巡回口腔
衛生管理

救護所
避難所等 施設系

歯科診療所

病院歯科

避難所 個人

口腔健康管理啓発

学校等

在宅系

事業所

© 2023 DPHD

歯科保健医療における時間経過ごとの問題的と活動

歯科の新常識 「災害時の歯科活動」，LION Dent.File vol.57, 2025May より改変
日本災害時公衆衛生歯科研究会HPに転載許可を得て転載 https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

３
応急対策

（仮設住宅入居まで）

２
応急対策

（避難所対策中心）

１
緊急対策

０
初動体制の確立保健医療活動に

おけるフェーズ

1･2か月？～4日目～1･2か月？24～72時間以内発災～24時間時期（目安）

●食べる機能の低下

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●義⻭不適合・義⻭性潰瘍
●⻭⾁炎や粘膜炎
●口腔の乾燥
●食べる機能の低下

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●口腔領域の外傷
●義⻭紛失・破損
●⻭⾁炎や粘膜炎
●口腔の乾燥

●⻭科医療・治療の確保

●口腔ケア・介助の確保

●口腔衛生用品の不足
●うがい水と洗面所の不足
●口腔衛生状態の悪化
●義⻭の清掃不良

●口腔領域の外傷
歯科的
問題点

●口腔ケアの啓発
●口腔機能の向上訓練
●⻭科健康相談、指導

●応急⻭科診療の⽀援

●口腔ケアの⽀援

●口腔衛生用品の提供、説明
●口腔清掃の環境整備

●口腔ケアの啓発
●口腔機能の向上訓練
●⻭科健康相談、指導
●食形態の確認・⽀援

●応急⻭科診療

●口腔ケア

●口腔衛生用品の提供、説明
●口腔清掃の環境整備

●口腔ケアの啓発

●応急⻭科診療

●口腔ケア

●口腔衛生用品の提供

（●応急⻭科診療）

歯科保健
医療活動

大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状



災害対策基本法

準備・予防 復旧・復興対応・救護発災

(6) 医療および助産
① 医療

災害発生の日から

14日以内

地域防災計画（含：医療救護計画）

災害救助法

災害対策・対応の法律

南海地震
1946

伊勢湾
台風1959 被災者生活再建支援法

阪神・淡
路大震災
1995

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患５疾病

救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産
期医療、小児救急医療を含む小児医療（その他）、新
興感染症等の感染拡大時における医療

６事業

医療法・・・5疾病・6事業

災害対策基本法

準備・予防 復旧・復興対応・救護発災

(6) 医療および助産
① 医療

災害発生の日から

14日以内

地域防災計画（含：医療救護計画）

災害救助法

災害対策・対応の法律

南海地震
1946

伊勢湾
台風1959 被災者生活再建支援法

阪神・淡
路大震災
1995

がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患５疾病

救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産
期医療、小児救急医療を含む小児医療（その他）、新
興感染症等の感染拡大時における医療

６事業

医療法・・・5疾病・6事業

対策
活動

＋

地域保健医療（平常時～災害時～復興期～平常時）

災害時：避難所・福祉避難所における健康支援対策
平常時：医療の届きにくい方への医療の提供（在宅含む）

地域住民への健康づくり活動
学校や施設なども含めた包括的健康づくり支援

災害対策：災害時要配慮者の福祉避難所への避難計画
地域住民への災害時の健康管理の情報提供
事業継続計画（BCP）を含む

地域保健医療（平常時～災害時～復興期～平常時）

災害時：避難所・福祉避難所における健康支援対策
平常時：医療の届きにくい方への医療の提供（在宅含む）

地域住民への健康づくり活動
学校や施設なども含めた包括的健康づくり支援

災害対策：災害時要配慮者の福祉避難所への避難計画
地域住民への災害時の健康管理の情報提供
事業継続計画（BCP）を含む

災害支援対策

災害時アセスメント

災害支援チーム

災害支援対策

災害時アセスメント

災害支援チーム

災害救助法の適用（役割）

市町村 都道府県

救助の実施主体
（基本法5条）

救助の後方支援・
総合調整

（基本法4条）

救助の実施主体
（法2条）

都道府県の補助
（法13条2項）

費用負担なし
（法21条）

費用の最大100分の
50（残りは国負担）

（法21条）

基本法
（救助法
非適用）

救助法

適用

災害救助法の概要（令和５年６月）内閣府政策統括官（防災担当）
災害救助法の概要（令和７年７月）内閣府政策統括官（防災担当）



第一 都道府県及び保健所における歯科保健医療業務
２ 地域歯科医療提供体制の構築について
（６） 災害時歯科保健医療体制の確保

都道府県は、大規模災害時における歯科医療の確保、避難所等に
おける口腔衛生管理の対応等を迅速に行うため、歯科医師会、歯科
衛生士会、歯科技工士会、大学歯学部等と連携し、災害時対応の共
有や人材育成等の体制整備に努めることまた、災害時対応マニュア
ルの作成や人材育成等に努めること。

第二 市町村における歯科保健業
２ 歯科保健事業等の実施について
（９）地域の特性に応じた歯科保健事業

市町村は、上記の（１）～（８）に示した事業の他、外国人対応、離
島・中山間地域等の無歯科医地区対応、生活困窮者対応等、地域の
特性に応じ、必要な歯科保健事業の実施に努めること。

地方公共団体における歯科保健医療業務指針
令和６年４月１日 適用

https://www.mhlw.go.jp/content/001267309.pdf

保健医療活動チーム（DMAT、

日本赤十字社の救護班、
JMAT、国立病院機構の医療
班、AMAT、日本災害歯科支
援チーム（JDAT）、薬剤師

チーム、看護師チーム、保健
師チーム、管理栄養士チー
ム、JDA-DAT、DPAT、JDRAT、
その他）

保健医療福祉活動に係る関
係機関、災害福祉支援ネット
ワーク本部（DWAT本部）

大規模災害時の保健医療 活動に係る体制の整備について

保健所

DHEAT

市町村

避難所

福祉

福祉
民生

主管課

大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について，令和4年7月22日

福祉

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，「令和６年度健康危機における保健活動
推進会議」令和７年１月21日

災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，「令和６年度健康危機における保健活動
推進会議」令和７年１月21日



災害時の保健医療福祉に関する横断的な支援体制の構築について，「令和６年度健康危機における保健活動
推進会議」令和７年１月21日

保健医療福祉活動チームとJDATとの連携

応急歯科診療

口腔衛生管理、歯科保健指導
口腔感染症・災害関連疾病（誤嚥性肺炎）予防

地域歯科医療再開

地域歯科保健の
再構築

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期

被災地での
歯科対応

歯科チーム
先遣JDAT

地域JDAT 支援JDAT

支援JDAT 支援JDAT

歯科支援開始 医療ニーズから
保健フェーズへ

避難所集約・
仮設住宅へ移行

歯科診療所再開
仮設歯科診療所開設（必要時）

支援JDAT 支援JDAT

歯科の
フェーズ

JMAT JRAT

DWAT 社会福祉協議会

DMAT
歯科 歯科

歯科

地域JDAT

統括JDAT

連携・情報共有

連携・情報共有

連携・情報共有

保健医療福祉活動チームとJDATとの連携

連携・情報共有

復興リハビリテーション

地域ささえ合いセンター

※ 概念図であり、タイミングはこの限りではありません

歯科保健医療

多職種・地域資源

連携・情報共有

（必要時、歯科救護所設置)

JDA-DAT
歯科

連携・情報共有

© 2025 DPHD

保健医療福祉
調整本部

DHEAT

日本災害歯科保健医療連絡協議会 ※平成２７年４月設置

＜目的＞ ＜参画団体＞

大規模震災後の避難所・仮設住
宅、被災者等への歯科保健医療
の提供は、（急性期から慢性期に）
に至るまで、様々な歯科関係職種
の継続的な支援が必要である。

そのため、日本歯科医師会主導
の下、歯科関係団体同士の連携
や災害対応に関する認識の共通
化を図るとともに、各歯科団体独
自の行動計画等の情報集約や共
有を促し、有事に際して国や都道
府県との連携調整を行い、被災地
の歯科医療救護や被災者の歯科
支援活動を迅速に効率よく行うべく、
協議していく。

①日本歯科医師会
②日本歯科医学会
③日本私立歯科大学協会
④国立大学歯学部長・歯学部附
属病院長会議
⑤全国医学部附属病院歯科口腔
外科科長会議
⑥日本病院歯科口腔外科協議会
⑦日本歯科衛生士会
⑧日本歯科技工士会
⑨全国行政歯科技術職連絡会
⑩日本歯科商工協会

※オブザーバー：内閣府、厚生労働省、
日本医師会（JMAT関係者）、防衛省ほか

日本災害歯科保健医療連絡協議会

連絡

協議会

歯科
医師会

病院

大学

自治体

保健所

研修

中立的な議論

医療 保健

福祉 生活

行動指針

歯科保健医療

NGO

個人

２０１５年４月～

歯科衛生士
会・歯科技

工士会

歯科商
工協会

座談会：災害歯科保健医療の体制構築と研修のあり方，新聞QUINT，第329号，2023年5月10日

窓口

情報



行動指針 共通書式
災害歯科保健医療

標準テキスト（第2版）
ＪＤＡＴ

活動要領

支援内容の時間経過と、支援者における分担

勤務医による
迅速支援 勤務医による専門的支援

開業医による
診療所復興支援

支援者
の分担

大黒英貴，災害歯科医学，P58, 医歯薬出版，2018 より改変

歯科衛生士による歯科保健支援

被災自治体における歯科保健医療支援

行政歯科 あり
歯学部 あり

行政歯科 なし
歯学部 なし

行政歯科 あり
歯学部 なし

自治体・保健所

行政歯科職

歯科医師会

大学歯学部
（＆病院歯科）

歯科衛生士会

支援 日本災害歯科支援チーム（JDAT）

歯科技工士会

行政歯科職

歯科医師会

歯科衛生士会

歯科技工士会

保健医療管理課
保健センター
保健師ら

歯科医師会

歯科衛生士会

歯科技工士会

自治体・保健所 自治体・保健所

災害歯科
保健医療

連絡協議会

災害歯科
保健医療

連絡協議会

災害歯科
保健医療

連絡協議会

© 2024 DPHD

災害時の歯科医療救護活動に
関する協定

都道府県
市町村

歯科医師会

大学
病院

歯科
衛生士会

歯科
技工士会

災害歯科保健医療連絡協議会



大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

大学歯学部における災害時協定

• 福岡県歯ー九大・九州歯科大・福岡歯科大

• 北海道歯ー北大病院・北海道医療大・札幌医大・旭
川医大病院

• 岐阜県歯ー朝日大学

• 岩手県歯ー岩手医大（申合せ）

• 高知県歯ー徳島大学

• ほか

佐々木啓一，大規模災害発災：歯科大学・歯学部はどのように行動するか－東日本大震災での対応から学んだこと－，
災害歯科医学（医歯薬出版）

東日本大震災おける東北大学歯学部の
活動概要

6日目

当日

5日目

13日目

32日目

学内
業務

身元確認
業務

歯科医療
救護活動

歯科大学・歯学部がすべきこと

1. 教職員・学生の安全確保、安否確認

2. 災害時における活動拠点の確保

3. 社会的位置づけの整備

4. 情報収集体制の整備

5. 歯科的所見採取による身元確認への協力

6. 歯科医療救護活動

7. 歯科保健（口腔ケア）支援活動

8. 教職員・学生のメンタルヘルスケア

佐々木啓一，大規模災害発災：歯科大学・歯学部はどのように行動するか－東日本大震災での対応から学んだこと－，
災害歯科医学（医歯薬出版）



被災地域への歯科支援において
歯学部に求められること

• 初動期の歯科ニーズアセスメント

• 歯科救護所の設置・運営

• 歯科保健活動・口腔ケア活動への歯科衛生士
の派遣

• 集計・分析・記録などの後方支援

• 中長期的な口腔健康管理における公衆衛生的
な自治体歯科保健施策支援

• など

注：単独ではなく、歯科支援チーム、もしくは歯科医師会との連携とともに活動すること
© 2023 DPHD

初めての病院での急な代診

• 在宅医療からケースカンファ、外部との
会議出席まで

• イベントでの救護室もあるかも？

• 慣れていない事務方へのサポートも？

• スタッフへのサジェスチョンも

• 保険制度やガイドライン、病院の方針

• 共通書式や法律の解釈、地域の方針

大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

JDAT チーム構成・期間のイメージ

【構成（例）】

歯科医療救護チーム
歯科医師２、事務職１
歯科医師２、歯科衛生士１、歯科技工士１

歯科保健支援チーム
歯科医師２、歯科衛生士２

歯科診療所休診時期（活動開始時）

歯科診療所再開時期

【期間（例）】 4日間程度／チーム

歯科保健支援チーム
歯科医師１、歯科衛生士２～３

日土金木水火月

引
継 引

継

引
継

引
継

チームＡ
チームＢ

チームＣ
チームＤ



25242322212019181716151413121110987654323/12827262/25
日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日

〇〇〇〇Dr.

県歯

〇〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇Dr.

〇〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇Dr.

〇〇〇〇〇Dr.
〇〇Dr.

〇〇〇〇DH

県衛

〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH

〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH

〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH

〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH

〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH

〇〇DH
〇〇DH
〇〇DH

〇〇〇〇DT

県技 〇〇〇〇〇DT

〇〇〇〇Dr.

大学

〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇〇Dr.

〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇Dr.

〇〇〇〇〇Dr.
〇〇〇〇Dr.

〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH

〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH

〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH

〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH
〇〇〇〇〇DH

〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH
〇〇〇〇DH

△△△△△△△△△△

県歯災害Co △△△△△△△△△△
△△△△△△△△△

福岡県歯科医師会 太田秀人先生資料

⻭科支援チーム(単発・連続・継続)
保健医療福祉活動チームとJDATとの連携

応急歯科診療

口腔衛生管理、歯科保健指導
口腔感染症・災害関連疾病（誤嚥性肺炎）予防

地域歯科医療再開

地域歯科保健の
再構築

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期

被災地での
歯科対応

歯科チーム
先遣JDAT

地域JDAT 支援JDAT

支援JDAT 支援JDAT

歯科支援開始 医療ニーズから
保健フェーズへ

避難所集約・
仮設住宅へ移行

歯科診療所再開
仮設歯科診療所開設（必要時）

支援JDAT 支援JDAT

歯科の
フェーズ

JMAT JRAT

DWAT 社会福祉協議会

DMAT
歯科 歯科

歯科

地域JDAT

統括JDAT

連携・情報共有

連携・情報共有

連携・情報共有

保健医療福祉活動チームとJDATとの連携

連携・情報共有

復興リハビリテーション

地域ささえ合いセンター

※ 概念図であり、タイミングはこの限りではありません

歯科保健医療

多職種・地域資源

連携・情報共有

（必要時、歯科救護所設置)

JDA-DAT
歯科

連携・情報共有

© 2025 DPHD

保健医療福祉
調整本部

DHEAT

JDAT，日本災害歯科支援チーム

標準研修会修了者
 チームに1人以上

 チームメンバーの
要となれる人

※ 都道府県ごとに最低でも保健所単位ごとにチーム配備し防災活動

アドバンス研修会修了者
 地区本部に1人以上

 外部歯科支援チーム
リーダーとなれる人

〇×市 災害対策本部 参集歯科チーム

研修会未受講者

→ 基礎研修会の受講
（ｅラーニング）

© 2024 DPHD

現地災害歯科コーディネーター
（現地支援活動コーディネーター）

他地域へ派遣

JDAT 平常時・災害時
平常時

被災時

災害時
• 緊急災害歯科医療や避
難所等における口腔衛
生を中心とした公衆衛生
活動を支援

• JMATなどの医療チーム
の歯科との連携

• 研修と、体制整備

• 地域の災害対策や防災訓練に
積極的に参画

• 地域の情報を繋ぐ

• 必要時は支援チームの派遣要
請を提言

• 現地支援活動コーディネーター
として受援

JDATには、災害時のみならず、平常時からの地域災害対
策に携わり、災害時には、地域歯科保健体制のBCP（事
業継続計画）をマネジメントする役割が求められている

© 2022 DPHD

地域での歯科
保健医療提供
体制の継続



日土金木水火月

1周目

2週目

3週目

4週目

5週目

6週目

7週目

8週目

JDAT チーム期間（時期別イメージ）

先遣隊？

日帰り？
県内？

県外？

県内？

パッと動ける
人材は？

継続介入
できる人材は？

出入りの日には申し送り
→数日連続のチームで、
出入り日を揃えて欲しい

災害救助法？

災害救助法？

© 2024 DPHD

大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

大学からの派遣のルートは2パターン

• JDAT事務局（日本歯科医師会内部の日本災害
歯科保健医療連絡協議会で構成）からの要請を
受け、（中略）、大学から人を派遣する場合

• (1)大学から直接チームを作って派遣する場合

• (2)都道府県歯科医師会と都道府県の協定を活
用して、都道府県歯科医師会からの派遣という
形をとる場合

• （東日本大震災では、厚生労働省も派遣調整に
関与したが、以降はしていない）

大学からの派遣の在り方

• 「県－歯科医師会－大学」とブリッジしている協定な
のであれば、基本的には「歯科医師会が県を通じて
派遣する」となる

• 事務的には、「歯学部は歯科医師会の事務局と連
絡とって人員を供出する」という感じになり、事務の
メインは歯科医師会となる

• 歯学部においては、そういう前提での「優先派遣者
登録と派遣システム」の構築でよい

• 円滑に動かすには、「都道府県災害歯科保健医療
連絡協議会」「都道府県歯科医師会か都道府県と
大学との協定」があったほうがいい



事務的な処理／業務調整

• 災害救助法対応の支弁は、多分終了後に、後
申請（必ずしも認められるとは限らない）

• 例：能登半島地震での支弁は7月頃

• 取り扱いとしては、欠勤？ボランティア休暇？

• 申請はどこから？

• 外来などは絞る？コロナの時はどうした？

大学からのチームの出し方

• 単独チームを出す

–単発

–連続

• 歯科医師会との混合チーム

–適切な人材は？

• 歯科衛生士だけ出す（単独）

–どのように組む？

準備する資器材や物品など

• 単独チーム
–ある意味で自由にも動ける

–資器材は自前で持って行ったほうが気が楽

–口腔ケア用品などは派遣先歯科医師会からももらえ
るが、欲しいものがあるとは限らない

–その他書類は持って行ったほうがいい

• 歯科医師会との混合チーム

–歯科医師会が準備してくれるとは思うが、必要なもの
があるとは限らない

期待されることにより、派遣する人は違う？

• 病院／施設の口腔ケアサポート（口腔ケア
メイン）

• 多職種と避難所の巡回（歯科保健メイン）

• 歯科診療所のサポート（歯科医療メイン）

• いっとき待機ステーション（1.5次避難所）や
ホテル（二次避難所）への対応



実際は、誰が出せる？

• 病院から？大学から？

• 正規職員？

–会計年度雇用職員は？

–非常勤職員は？

• 研修歯科医は？

–学生は？

都道府県内への支援も必要とされる

• 海溝型巨大地震・津波などの国単位での対応以外
にも、豪雨などの局所災害に対する都道府県県内
への支援も検討に入れる

• 歯科医師会と、どのような役割分担をして出していく
のか、いくつかのパターンに分けて、協議しておく必
要がある

• それと同時に、実際、大学としてはどのように出す
のか・出せるのか、を具体的に検討しておき、それ
に当てはまる形の協議をしたほうが現実的

大学歯学部として、
災害時に向けて準備すべきこと

• 現状の教育
• 推進に向けた課題
• 過去の大学からの派遣と、そのアレンジの形
• 令和6年能登半島地震での経験
• 大学が支援に関わる必要性

• 各県における体制整備の進捗と、大学に求め
られること

• 派遣のあり方
• 大学からの派遣にあたっての検討点

大阪府の災害歯科の現状

大阪府の災害歯科の現状

• 地域防災計画における歯科

• 医療計画の災害

• 協定

• 災害医療コーディネーター

• 歯科口腔保健計画

• （参考）



https://www.pref.osaka.lg.jp/o020080/r6_chiki_kihon.html

大阪府地域防災計画基本対策編（令和7年3月修正）

第６ 個別疾病対策
府及び市町村は、専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器

疾患、血液疾患、小児医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、
歯科疾患等の疾病に対する対策を講じ、特定診療災害医療センター、各専門医会
等関係機関と協力して、それぞれ現地医療活動、後方医療活動等を行う。

第３ 現地医療対策
２ 現地医療活動
(3) 現地医療活動の継続

府は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、
災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療
チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、独立行
政法人地域医療機能推進機構、国立大学病院、日本災害歯科支援チーム
（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、災害支援ナース、日本災害リハビリテー
ション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－Ｄ
ＡＴ）、民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定避難
所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るも
のとし、その調整に当たっては災害医療コーディネーターを活用する。そ
の際、医療チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被
災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努める。

災害応急対策
第３章 消⽕、救助、救急、医療救護 第２節 医療救護活動

第７章 ５疾病５事業の医療体制 第７節 災害医療

第７節 災害医療

【災害医療コーディネーター】
○迅速かつ的確に災害医療を提供するために、大阪府では発災直後に医療機関・行政
等の調整の役割を担う災害医療コーディネーターを、各災害拠点病院の医師を中心に
選任しており、平成29年度末時点では20名でしたが、令和４年度末時点で130名（内
訳：医師注186名、臨床工学技士14名、看護師7名、薬剤師７名、診療放射線技師５名、
その他注211名）となっています。災害時の調整を円滑に行うため、今後も体制を維持
する必要があります。

注1 医師：歯科医師を含みます。
注2 その他：理学療法士等をいいます。

（４）災害時に派遣される医療救護班（保健医療活動チーム）

（３）災害時のコーディネート機能

【医療救護班（保健医療活動チーム）】
○災害時は多くの医療機関も被災するため、医療機関等への支援のためDMATが派遣さ
れるとともに、救護所での軽症患者の医療や被災住民等の健康管理等を医療救護班
（保健医療活動チーム）が行います。

第8次大阪府医療計画（2024(令和6)年度から2029(令和11)年度）

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/iryo/keikaku/8th_iryokeikaku.html

２．災害医療の現状と課題

第７章 ５疾病５事業の医療体制 第７節 災害医療

第７節 災害医療

図表7-7-7 医療救護活動の流れ

○具体的にはDMATだけではなく、日本医師会の災害医療チームであるJMAT注1をはじ
め、急性期以降に向けての様々な医療救護班（保健医療活動チーム）が被災地へと派
遣され、それぞれ連携しながら活動します。

第8次大阪府医療計画（2024(令和6)年度から2029(令和11)年度）

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/iryo/keikaku/8th_iryokeikaku.html

第７章 ５疾病５事業の医療体制 第７節 災害医療

第７節 災害医療

【歯科医療職の派遣体制】
○大阪府においては、災害時の歯科医療救護活動及び避難所での歯科保健衛生活動を迅
速円滑に行うため、大阪府歯科医師会と協定を締結し、歯科医療班（JDAT注1）を派
遣できる体制を整備しています。今後もこの体制を維持する必要があります。

第8次大阪府医療計画（2024(令和6)年度から2029(令和11)年度）

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/iryo/keikaku/8th_iryokeikaku.html

【災害医療訓練】
○大阪府では、大阪府地震・津波災害対策訓練を実施し、災害時に一人でも多くの府民
の生命を救うために、災害医療コーディネーターや各医療救護班（保健医療活動チー
ム）、消防、警察等の関係機関が参加する訓練を実施しています。

○今後も、引き続き相互の連携を強化し、訓練を実施し、連携における課題の抽出、改
善につなげていく必要があります。

注1 JDAT：Japan Dental Alliance Team（日本災害歯科支援チーム）の略で、災害発生後おお
むね72時間以降に地域歯科保健医療専門職により行われる、緊急災害歯科医療や避難所等に
おける口腔衛生を中心とした公衆衛生活動を支援することを通じて被災者の健康を守り、地域
歯科医療の復旧を支援すること等を目的として構成されるチームをいいます。



第７章 ５疾病５事業の医療体制 第７節 災害医療

第７節 災害医療

第8次大阪府医療計画（2024(令和6)年度から2029(令和11)年度）

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100020/iryo/keikaku/8th_iryokeikaku.html

３．災害医療の施策の方向

○災害医療を担う人材を養成するとともに、協定締結等により保健医療活動チーム等の
派遣体制を確保します。また訓練等を通じて関係機関との連係強化を図ります。

【具体的な取組】
・国と連携しながら、DMAT・DPAT・災害時小児周産期リエゾンを養成します。

・災害時健康危機管理支援チーム養成研修をはじめ、災害訓練等の実施による保健所職員の人材
養成をします。

・災害時小児周産期リエゾンや透析リエゾン関係者等、幅広い分野から災害医療コーディネータ
ーを選定し、医療救護班（保健医療活動チーム）の派遣体制の確保を図ります。

・避難住民の健康相談や健康管理業務等を円滑に行えるよう、看護班の派遣体の充実を図ります。
・歯科医療班（JDAT）の円滑な派遣を行えるよう、災害時の連携体制を維持します。

・災害時に的確に医薬品等を供給できるよう、随時、医薬品等の備蓄・供給体制の見直しを図る
とともに、避難所でのお薬相談や衛生指導等を円滑に行えるよう、薬剤師班の派遣体制を充
実します。

・訓練等を通じて、医療救護班（保健医療活動チーム）と災害時の迅速・的確な連携体制の構築
を図るとともに、広域的な災害訓練として、令和６年度に近畿地方DMATブロック訓練を行
います。

（２）人材養成・派遣体制の確保と関係機関との連携強化

大阪府災害等応急対策実施要領令和７年３月改定 大阪府

第４章 災害応急対策

災害時に一人でも多くの人命を救助する。目 標

主な目標フェーズ
迅速な医療情報の収集・提供と保健医療活動チームの編成・派遣要請
（ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等）

第１フェーズ

現地医療体制の確立及び後方医療活動の調整開始、医薬品等の確保・
供給活動の実施

第２フェーズ

的確な現地医療及び後方医療活動、個別疾病対策の実施第３フェーズ

第２節 保健医療活動

https://www.pref.osaka.lg.jp/o020090/shobobosai/saigaiokyutaisaku/saigaioukyuyouryo.html

大阪府災害等応急対策実施要領令和７年３月改定 大阪府

第４章 災害応急対策

第２節 保健医療活動

第３ 現地医療対策
主たる担当：健康医療部関係室・課

１ 保健医療活動チームの派遣要請【第１フェーズ～】
保健医療活動チームは、ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日赤救護班、ＤＰＡＴ、歯科医療班（ＪＤＡ

Ｔ）、薬剤師チーム等災害対策に係る保健医療活動を行うチームをいう。
災害拠点病院、ＤＭＡＴ活動拠点本部、保健所及び市町村（保健所設置市含む。）等からの

各保健医療活動チームの派遣要請は、保健医療調整本部で集約し、ＤＭＡＴ調整本部、ＤＰＡ
Ｔ調整本部及び各担当課等が各団体との協定等に基づき行う。
派遣された保健医療活動チームは、被災地内の各病院や避難所等において関係機関と情報の

共有化を図り、保健医療活動を行う。
なお、保健医療活動チームは、現地医療活動を行うために、当座必要な資機材等を携行する

自己完結型であることを原則とする。
また、保健医療調整本部は、ＤＭＡＴ調整本部長、ＤＰＡＴ調整本部長及び府が委嘱する災

害医療コーディネーターと協議・調整しながら、必要に応じて、国及び他府県に対しても保健
医療活動チームの応援派遣の要請を行うとともに、受け入れ窓口を設置し、調整を行う
【第２フェーズ～】。

２ 保健医療活動チームの搬送手段の確保【第１フェーズ～】
保健医療活動チームの派遣は、医療関係機関で所有する緊急車両等を活用することを原則と

する。なお、確保が困難な場合は、保健医療調整本部において搬送手段を確保する。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o020090/shobobosai/saigaiokyutaisaku/saigaioukyuyouryo.html

第６ 個別疾病対策【第３フェーズ～】
主たる担当：健康医療部関係室・課
専門医療が必要となる人工透析、難病、循環器疾患、消化器疾患、血液疾患、小児

医療、周産期医療、感染症、アレルギー疾患、精神疾患、歯科疾患等の疾病に対する
対策については、医療対策課長、感染症対策課長、地域保健課長及び健康づくり課長
が、各特定診療災害医療センター、各専門医会等関係機関と協力して、それぞれ現地
医療活動、後方医療活動等を行う。

大阪府災害等応急対策実施要領令和７年３月改定 大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/o020090/shobobosai/saigaiokyutaisaku/saigaioukyuyouryo.html

第４章 災害応急対策

第２節 保健医療活動



https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/31_saigaishikakyotei.pdf
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

大阪府内の地震等の大規模災害時において、

大阪府（以下「甲」という。）が実施責任を負う歯

科医療救護活動に関して、災害救助法（昭和 22 

年法律第 118 号）及び大阪府地域防災計画（以

下「防災計画」という。）に基づき、甲と一般社団

法人大阪府歯科医師会（以下「乙」という。）との

間において、次のとおり協定を締結する。

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/31_saigaishikakyotei.pdf
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

（歯科医療班の派遣）

第２条甲は、防災計画に基づき歯科医療救護活動を実

施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医師等で組
織される歯科医療班の編成及び派遣を要請するものと
する。
２乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、

直ちに歯科医療班を編成し、災害現場等の救護所等
に派遣するものとする。

甲＝大阪府
乙＝大阪府歯科医師会

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/31_saigaishikakyotei.pdf
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

（歯科医療救護計画の策定等）

第３条乙は、前条の規定による歯科医療救護活動の円滑な実

施を図るため、歯科医療班の編成、派遣その他歯科医療救護
の実施に関する歯科医療救護計画を策定し、これを甲に提出
するものとする。
２乙は、歯科医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後
の歯科医療救護計画を甲に提出するものとする。

第４条歯科医療班は、甲又は市町村が災害現場等に設置する
救護所又は避難所において、次の各号に掲げる歯科医療救
護活動を行うことを原則とする。
(1) 救護所での歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2) 避難所での歯科口腔保健衛生活動による被災住民等の健
康管理
(3) その他状況に応じた事項

甲＝大阪府
乙＝大阪府歯科医師会

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/31_saigaishikakyotei.pdf
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

（医薬品等の供給等）

第６条乙が派遣する歯科医療班が使用する医薬品等

は、当該歯科医療班が携行するもののほか、必要に
応じて、甲は医療関係機関及び医薬品等関係団体の
協力を得て、確保体制を整備するものとする。

第７条甲は、医薬品及び衛生材料等の供給等、乙が派

遣する歯科医療班の歯科医療救護活動が円滑に実
施されるために必要な措置を講ずるものとする。

甲＝大阪府
乙＝大阪府歯科医師会



https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/31_saigaishikakyotei.pdf
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

（費用弁償等）

第９条甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の
経費は、甲が負担するものとする。

(1) 歯科医療班の派遣に要する費用
(2) 歯科医療班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの

２甲は、甲の要請に基づき乙が派遣した歯科医療班の班員が負傷し、その活動が

原因で疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金について、次に掲げる場合を除
き大阪府災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する
条例（昭和 38 年 3 月 27 日大阪府条例第 3 号）に定めるところにより、その損害
を補償するものとする。

(1) 歯科医療救護活動に従事する者の故意又は重大な過失による場合
(2) 当該損害につき、乙若しくは医療救護活動に従事した者が締結する損害保険
契約により、保険給付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受
けることができる場合

甲＝大阪府
乙＝大阪府歯科医師会

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/31_saigaishikakyotei.pdf
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書

（大阪府内市町村及び
大阪府内の市町村に所在地を有する歯科医師会等との調整）

第１０条甲は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基

づき、市町村の行う歯科医療救護活動が、この協定に準じ、大
阪府内の市町村に所在地を有する歯科医師会等の協力を得
て円滑に実施されるよう、乙と必要な調整を行うものとする。

２乙は、市町村の歯科医療救護活動が円滑に実施されるよう、

大阪府内の市町村に所在地を有する歯科医師会と必要な調
整を行うものとする。

甲＝大阪府
乙＝大阪府歯科医師会

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/33_saigaiiryocosechiyoko.pdf
大阪府災害医療コーディネーター設置要綱

（委嘱及び任期）
第２条知事は、医療機関・医療関係団体等（以下「関係団体等」という。）の長
からの推薦に基づき、災害医療に精通し、かつ大阪府の医療の現状につ
いて熟知している者をコーディネーターとして委嘱する。
２コーディネーターの任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/91779/33_saigaiiryocosechiyoko.pdf
大阪府災害医療コーディネーター設置要綱

（業務）
第４条コーディネーターは、大規模災害等において、本部長の要請に基づき、
次の各号の業務を行う。ただし、被災の状況により業務を行えない場合は、
速やかにその旨を本部長に報告する。
（１）災害医療体制の確保等に関する助言
（２）患者搬送及び受入医療機関の確保のための助言及び調整
（３）保健医療活動チーム等の配置等に関する助言及び調整
（４）関係機関に対し、保健医療の復旧のために必要な調査
（５）他のコーディネーターとの連絡調整
（６）その他本部長が指示すること
２コーディネーターは、大規模災害等において、災害対応が必要と判断した場

合は、本部長の要請を待たずに業務を開始することができる。ただし、業務
開始後速やかに本部長に報告を行わなければならない。
３本部長は、大規模災害等が収束し、災害医療活動を継続する必要がないと
判断したときは、コーディネーターに対する要請を解除するものとする。
４コーディネーターは、業務を終了する際には、本部長又は被災地を所管す
る保健所長等に対し、所要の事項を引き継ぐものとする。



歯科保健条例

進捗状況都道府県

検討していない東京都

大阪府歯科口腔保健計画に位置づけられているとの府の見
解から条例の制定には至っていない

大阪府

令和5年3月20日現在〇市区町村歯科保健条例一覧 

都道府県歯科保健条例制定マップ https://www.8020zaidan.or.jp/map/

都道府県歯科保健条例制定 

条例の名称（カッコ内は施行日）市区町村都道府県

吹田市歯と口腔の健康づくり推進条例（平成26年
9月30日）

吹田市大阪府

大阪市歯と口腔の健康づくり推進条例（平成30年
4月1日）

大阪市大阪府

堺市歯科口腔保健推進条例（令和3年4月1日）堺市大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/o100070/kenkozukuri/hanokenkou/shikakeikaku3.html

（参考）

• 協定

• 歯科保健計画

• 活動ガイドライン

（歯科医療救護班の派遣）
第2条

３ 乙（県歯）が派遣する歯科医療救護班は、原則として、
県内において第４条に定める活動を行う。ただし、甲（県）
が必要と認めた場合には、県外において活動を行うこと
ができる。

５ 乙（県歯）は、本県における災害において、緊急やむ
を得ない事情により、甲（県）の要請を受ける前に歯科医
療救護班を編成し、派遣した場合は、速やかに甲（県）に
報告し、その承認を得るものとする。この場合、甲（県）が
承認した乙（県歯）の歯科医療救護班は、甲（県）の要請
に基づく歯科医療救護班とみなすものとする。

災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
福岡県×福岡県歯 平成26年3月13日



https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/shikahoken/mokuhyo/shikakeikaku1kai

東京都歯科保健推進計画「いい歯東京」（第一次改定） 2024年4月23日
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/shikahoken/mokuhyo/shikakeikaku1kai



災害時歯科保健医療活動ガイドライン 令和7年3月 東京都保健医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/hokeniryo/2025-06-25-174751-661

区市町村（東京都）

計画

災害時の歯科保健医療活動

マニュアル
研修
備蓄

東京都歯科保健推進計画「いい歯東京」（第一次改定） 2024年4月23日
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/shikahoken/mokuhyo/shikakeikaku1kai

愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，令和5年5月

愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，令和5年5月



愛知県災害時歯科保健医療活動ガイドライン
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課，令和5年5月

災害保健医療支援における関係者

共助： 地域や身近な
人同士の取り組みや
助け合い医療

機関
個別
支援

公助： 地方自治体や
国などによる取り組み
や救助

災害対応

支援： 共助や公助では足りない部分も含め、外部から補い支えるもの

自治体・保健所

防災
準備

公助

共助自助

保健医療福祉
活動チーム

連携 連携

ＪＤＡＴ
JRAT JDA-DAT

DPATJMAT
DHEAT

DWAT

体制・準備

災害対応

災害支援
緊急援助

地域支援
地域防災

直接支援
被災者支援

支援者支援
間接支援

×

→対策・防災

情報

支援

連携

いつもの生活を
取りもどす！

いつもの生活
を続けられる
準備をしよう！



液体 ジェル フォーム

医薬部外品 医薬部外品医薬部外品

うがいの不要な歯みがき剤

＋洗面所

水が不要な口腔ケア用品

少ない水での入れ歯のケア

• 歯ブラシ→やわらかめ
• 歯間ブラシ
• デンタルフロス→糸ようじ
• 義歯用ケース→食品保存
密封容器

• 液体ハミガキ
（5年保存・1回分）

令和4年度厚生労働行政推進調査 http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf

誰にでも
いつでも

健康で幸せに生活する
機会のある社会を



活動要領・研修会・e-learning

行動指針・規則
根拠法・協定
共通書式・アクションカード
参考資料・過去の情報
関連情報

動画で一般向けに平
易につくられています
（それぞれ6分ほど）

過去に災害時に地元
ケーブルTVで放映さ
れたこともあります

<１>備えておくこと
<2>自分でできること

災害時こそ大切！
お口のケア

ＪＤＡＴ基礎研修会（2024年度～）

ＪＤＡＴ標準研修会（2018年度～（旧：体制研修会））

ＪＤＡＴアドバンス研修会（2020年度～）

ＪＤＡＴロジスティクス研修会（計画中）
• 各構成団体におけるＪＤＡＴ事務局対象
• 2024年度はロジスティクス基礎研修会をオンライン開催

• 各構成団体よりの推薦者対象
• 東京にて年3回

研修会（2024年度現在）

• ｅラーニング（標準編１時間）による事前研修あり
• 中央開催はオンラインにて年１回、各構成団体よりの推薦者対象
• 地域開催を各構成団体及び傘下団体にて開催可、対象は運営側にて設定可

• ｅラーニングのみ（基礎編２時間３０分）
• どなたでも、いつでも
• ＰＤＦにて修了証発行

厚生労働省補助金災害医療チーム等養成支援事業

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/ 約2時間30分 約60分
https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/



共通書式なども
まとめたマニュアル

共通書式
マニュアル
ポスター

https://www.lion.co.jp/ja/emergency-care/download.php https://www.lion.co.jp/ja/emergency-care/ https://www.lion.co.jp/ja/emergency-care/download.php



https://jp.sunstar.com/bousai/ https://jp.sunstar.com/bousai/pdf/mouth_and_body_03.pdf

令和4年度厚生労働行政推進調査

http://jsdphd.umin.jp/pdf/22IA2006.nkkk.booklet.4p.pdf

平成30年度～令和4年度 JSPS科研費

http://jsdphd.umin.jp/pdf/19K10420.nkkk.4p.pdf



月刊nico 2018年8月号

避難生活が招く「震災関連死リスク」を減らす「口腔ケア」とは？【歯科医が解説】
ダイヤモンド・オンライン 2024.11.28 https://diamond.jp/articles/-/353929

被災地での水不足が
健康リスクを高める

避難所での生活が
フレイル（虚弱）を
加速させる

被災時にも活躍する
オーラルケア用品

【寄稿】能登半島地震による被災者の口腔への影響と，地域で連携した「食べる」支援の継続
2025.04.08 医学界新聞：第3572号，https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2025/3572_05

図1 災害時の口腔健康管理/口腔機能管理 図2 能登半島地震後に増加した口腔の主訴
公立能登総合病院歯科口腔外科における1月
1日～2月29日の2か月間の受診数。

ライオン歯科材 Dent. File vol.57, 2025May, P9-10 歯科の新常識「災害時の歯科活動」
許可をいただき転載：日本災害時公衆衛生歯科研究会＞ポスター・パンフレット等
https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html



50代の女性を応援するフリーマガジン 「めりぃさん」 https://merry.inc/

2025年6月10日号（歯と口の健康週間に関する特集）
許可をいただき転載：日本災害時公衆衛生歯科研究会＞ポスター・パンフレット等
https://jsdphd.umin.jp/forcitizens.html

一世出版，2015年，
2200円

クインテッセンス出版，
2016年，1980円

医歯薬出版，2014年，3960円

砂書房，2011年，3080円

医歯薬出版，2018年，7200円

医歯薬出版，2021年，3850円

日本歯科衛生士会
協力

動画 5分
１カ月の活動の流れ

動画 10分
組織的間の役割分担や準備

日本災害時公衆衛生歯科研究会
http://jsdphd.umin.jp/

ML登録

2015年6月15日発刊
一世出版

A3判 2000円

歯科医師会・歯科衛生士会、行
政・保健所勤務など、災害時の保
健医療対応に関わる方々どなたで
も、登録お待ちしております！

日本災害時公衆衛生歯科研究会 ML登録係

jsdphd-admin＠umin.net

書籍・研究報告書など

研修会動画・配布資料など

アセスメント票・アクションカード・パンフ・ポスターなど

研修動画・活動動画・研修準備資料など

メーリングリスト
各種書式・パンフレット
研修媒体動画
研修会資料・動画


